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開 会 午後３時００分

西井委員長 ただいまの出席委員は10名で、定足数に達しておりますので、これより県域水道一体化

調査特別委員会を開会します。

皆さん、朝から厚生文教常任委員会を慎重審議していただき、午後３時からでございます

が、県域水道一体化調査特別委員会を開会するに当たり、皆さん全員参加してもらいました。

ありがとうございます。水道というのは市民生活になくてはならない重要な問題でございま

すので、また、本日理事者側から説明のあることも含めて、市民の立場に立ち、また、議会

としての方向性をいろいろ聞き、正しながら進めてまいりたいと思いますので、どうか慎重

審議のほどよろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうかよろし

くお願いいたします。

なお、発言される場合は挙手をいただき、指名いたしますので、マイクの発言ボタンを押

してからご起立いただき、必ずマイクを近づけてからご発言されるようお願いいたします。

城市議会では、会議室内における新型コロナウイルス感染対策を行っております。また、

会議出席者のタブレット端末などの情報通信機器の使用は認めておりますので、ご承知おき

お願いいたします。

それでは、これより調査案件に移ります。

調査案件（１）水道事業に関する事項についてを議題といたします。本件につきましては、

前回令和３年１月18日に開催しました委員会以降、１月25日には水道事業等の統合に関する

覚書を締結し、８月２日には奈良県広域水道企業団設立準備協議会が設立されているなど、

今日までに、県域水道一体化に向け、大きな動きがございました。理事者にそれらについて

報告をお願いいたします。

井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 上下水道部長の井邑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、委員皆様の貴重なお時間をいただきまして、去る８月２日に開催されました奈良

県広域水道企業団設立準備協議会設立総会、並びに、第１回奈良県広域水道企業団設立準備

協議会において示されました資料を中心に説明をいたしたいと存じます。

まず、配付しております資料のご確認をお願いいたします。資料１、第１回奈良県広域水

道企業団設立準備協議会資料、資料２、奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約、資料３、

同じく幹事会運営要領、資料４、同じく作業部会運営要領、資料５、同じく事務局運営要領、

そして参考資料といたしまして、料金・財政シミュレーション（令和２年11月26日時点）の

以上６点でございます。不足等はございませんでしょうか。

本日の説明は、資料１を中心に行わせていただきます。

それでは、資料１の１ページをご覧ください。

１、県域水道一体化への概要についてです。これにつきましては、これまでも説明してま

いりました事項ではございますが、再確認の意味で再度説明をしたいと思います。

まず、背景、課題についてです。人口減少による水需要の減少、水道施設の老朽化の進行、

熟練職員の退職等による技術力の低下、これらは県と市町村の共通の課題となっております。
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矢印に沿って右の囲みに進みまして、そして、これらの課題を克服する方策として、県域水

道一体化について検討してまいりました。

その経緯といたしまして、平成29年10月の県・市町村長サミットにおきまして、県域水道

一体化の目指す姿と方向性の提示がございました。

平成30年４月には、28市町村及び県で部局長課長レベルをメンバーとした県域水道一体化

検討会を立ち上げ、一体化の検討体制が構築されました。

平成31年３月には、県域水道一体化の方針を示した新県域水道ビジョンを県が策定されま

した。

令和２年８月と11月には県知事及び市町村長による水道サミットが開催されました。

そして、令和３年１月25日に県、27市町村長、奈良広域水質検査センター組合の29団体で

水道事業等の統合に関する覚書を締結いたしました。

その下に移りまして、奈良県の目指す県域水道一体化とはどういうものなのかということ

でございますが、その目指す姿といたしましては、水道事業の理想像である「持続」、「強

靱」、「安全」の確保により、将来にわたって安心・安全な水道水を持続的に供給することと

しています。

そして一体化の主な効果といたしましては、施設整備では、水需要に応じた施設機能を確

保しつつ、経年度合い、耐震性等を踏まえた統廃合を段階的に進め、県域で施設を最適化、

強靭化できる計画的な実施によるコスト削減と、国交付金の有効活用により今後増大する施

設更新への投資規模を抑制できるとしています。水道料金では統合時に料金統一を基本とい

うことですので、これの例外といたしまして、セグメント会計を認めることがございます。

投資の抑制や国交付金の活用により将来の料金上昇が抑制できるとしています。また、運営

体制としては、業務の標準化、システム化、民営委託化を進め、県域で適正な人員配置が可

能となり、運営体制が強化されるとしています。

２ページをお願いいたします。

２、協議・検討体制についてです。奈良県広域水道企業団設立準備協議会は、資料２の奈

良県広域水道企業団設立準備協議会規約、以下、規約と申します。第１条に規定されており

ますとおり、県、27市町村、奈良広域水質検査センター組合が各々経営する用水供給事業、

水道事業及び共同処理する水質検査事務の統合のための協議・検討を行います。また、規約

第３条及び第５条に規定されておりますとおり、会長は奈良県知事、副会長は奈良市長、橿

原市長、生駒市長。委員は他の24市町村長と水質検査センター組合管理者が当たります。

その下でございます。幹事会、これは規約第４条第２項の規定に基づき設置されるもので、

資料３、奈良県広域水道企業団設立準備幹事会運営要領、以下幹事会要領と申します。第２

条に規定されておりますとおり、協議会の所掌する事項に関する作業部会の検討内容につい

て、実務レベルの協議・調整を行い、協議会に報告を行います。また、幹事会要領、第４条

の規定のとおり、幹事長は奈良県水道局長、副幹事長は奈良市公営企業管理者、橿原市上下

水道部長、生駒市水道事業管理者、幹事は他の24市町村水道担当部局長、水質検査センター

組合事務局長が当たります。
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その下でございます。作業部会、これも規約第４条第２項の規定に基づき設置されるもの

で、資料４、奈良県広域水道企業団設立準備作業部会運営要領第３条に規定されております

とおり、分野別部会における検討の情報共有、全体調整、取りまとめを行う全体部会と、各

分野に関する現状把握、検討、素案の作成等を行う専門部会の構成となってございます。

さらにその下、専門部会には、規約第４条に規定する事項を協議するため、５つの作業部

会が設置されています。

１つ目は、施設整備部会です。これは施設共同化・経年化施設の整備方針、及び、交付金

事業の重点整備内容と投資規模の検討を行います。

２つ目は、財政運営部会です。これは財政見通し、料金、財政ルール及び引継ぎ資産の取

扱いの検討を行います。本市はこの部会に所属しております。

３つ目は、業務共同化部会です。これは業務分析と業務運営方針、業務委託方針及び業務

の優先順位づけと到達目標年次の検討を行います。

４つ目は、システム共同化部会です。これは、システムの共同化方針及び共同化の優先順

位づけと到達目標年次の検討を行います。

５つ目は、組織・職員部会です。これは企業団本部、各事務所の組織・人員体制の検討及

び職員給与、企業団議会、運営協議会等の制度設計を行います。

また、５つの作業部会以外で、必要に応じ、地域や分野ごとにブロック会議を開催し、市

町村の実情、意見を反映します。

３ページをお願いいたします。

３、今後のスケジュール（案）についてでございます。上段にスケジュールの重要となる

事項が３つの丸で示されています。

１つ目の丸は、令和３年１月25日締結の覚書に基づき、令和６年度中の一部事務組合企業

団設立、令和７年度からの事業統合を目指す。

２つ目の丸は、令和４年度に一体化後の施設整備計画や財政運営、組織体制等を取りまと

めて、基本計画を策定するとともに、基本協定を締結することを基本とする。

３つ目の丸は、令和３年度に覚書締結団体の長で構成する奈良県広域水道企業団設立準備

協議会を設立し、具体的な検討・協議をスタートするとなっています。

その下、具体的なスケジュール案が示されています。一番上のウグイス色の部分をご覧く

ださい。令和２年度から令和７年度の事業統合に至るまでの重要なスケジュールが記載され

ています。

本年１月25日に覚書を締結いたしました。

また、本年８月２日には協議会が設立され、第１回協議会を開催。その中で検討体制とス

ケジュールについて協議されました。そのときの資料がこの資料となってございます。

来年２月には、下記青色部分の具体的検討がなされた上で、第２回協議会の開催を予定。

そこでは検討の中間報告がなされます。

令和４年度に入りまして、令和４年11月には、下記青色部分の計画案、シミュレーション

方針案などが策定された上で、第３回協議会の開催を予定。そこでは、基本計画（案）、基
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本協定（案）が示されます。

そして令和５年２月の第４回協議会で、基本協定締結とのスケジュールとなってございま

す。その基本協定締結後は、令和５年度から企業団設立許可申請や水道事業認可申請等の設

立準備、令和６年度には企業団設立、そして令和７年度の事業統合というスケジュールとな

ってございます。

資料１の説明は以上でございます。なお、資料２から資料５につきましての個別の説明は

割愛いたしますので、ご容赦をお願いいたします。

最後に参考資料としております料金・財政シミュレーション（令和２年11月26日時点）に

つきまして、ご説明申し上げます。

この資料は、本日もこの後ろに添付いたしましたが、令和２年12月に開催されました本特

別委員会におきまして、 城市が単独経営した場合のシミュレーションをお示ししましたと

ころ、見にくい、分かりにくいといった委員多数のご意見を頂戴したことから、今回重要と

なる４つの項目をグラフ化し、お示しするものでございます。

まず、上段の給水原価と供給単価のグラフをご覧ください。このグラフの見方ですが、横

軸に、令和７年度から令和30年度までの年度を、縦軸に金額を表しています。単位は円毎立

方メートルとなっています。

まず一番下、赤色の線をご覧ください。市の単独経営の給水原価を表しています。令和７

年度から令和30年度まで毎年上昇を続け、令和７年度約122円から令和30年度には192円と約

70円上昇すると試算しております。上昇の大きな要因は、新規資産の減価償却費と企業債の

支払利息の増加によるものでございます。

次に、青色の線は単独経営の供給単価、いわゆる１立方メートル当たりの水道料金の平均

を表しています。５年ごとに見直し、給水原価を上回り、かつ、資金ショートしないことを

前提として試算しております。令和７年度から令和30年度までの間で５回の料金改定が必要

で、約127円から217円へと約90円上昇すると試算しております。その上にある紫色の線は、

事業統合の給水原価、緑色の線が事業統合の供給単価を表しています。

次に、中段のグラフをご覧ください。単独経営の場合の資金期末残高を表しております。

単位は1,000円でございます。令和７年度の約16億1,490万円ある資金は、令和30年度には約

480万円まで減少するとの試算です。その減少の大きな要因といたしましては、資本的収支

の不足額が増大することによります。

最後に一番下のグラフをご覧ください。単独経営の場合の企業債残高を表しております。

単位は1,000円です。令和７年度の約11億3,400万円の企業債残高は、令和30年度には約40億

3,400万円まで増加するとの試算です。増加する大きな原因は、建設改良費の財源確保のた

め起債することによります。この資料でお示ししました４つの項目は密接な相関関係にござ

います。例えれば、資金残高を多く確保しようとすれば企業債残高が増加する。あるいは更

なる料金値上げを要する。逆に、企業債残高を抑制しようとすれば、更なる料金値上げを要

するといった具合です。

改めましてですが、このシミュレーションは令和２年11月26日時点のものでございまして、
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今後、作業部会等におきまして、施設整備計画、組織体制、用水供給単価の設定などに基づ

きましてブラッシュアップされ精度が上がってまいります。また、本市は事業統合に参加す

る場合にセグメント経営が認められていることから、そのシミュレーションについても協議

がある程度進んだ段階でお示しできると思います。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

西井委員長 ただいま説明願いました、このことについて何かご質問等はございませんでしょうか。

ご説明ありがとうございました。料金・財政シミュレーション、令和２年11月26日時点で

お示しいただいた表で、ちょっと１個だけ確認です。ちょっと詳しい説明いただけたらと思

います。

供給単価、一番上の図なんですが、単独での供給単価、青い線が上がってきています。そ

れで、当然先ほど資金をショートしないように上げるんだというふうな説明をしてくださっ

たというふうに思いますが、いわゆる給水原価が70円上がる間に供給単価が90円アップして

いると。統合の際、上のほうの統合したときの供給単価と給水原価を見ますと、供給単価が

給水原価に追いつきかけたときに上がるというふうな、この図を見ている限り、そういうふ

うになっているのですが、この単独の供給単価につきましては、令和18年度から令和19年度

にかけて、この図では一挙に上がっているように見えます。先ほどおっしゃったみたいに、

資金ショートしないためというふうな理由によるのではないかなと思うのですが、この辺り

ちょっと詳しくご説明お願いします。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員のご質問にお答えいたします。委員おっしゃるとおりでございま

して、通常この青い線が152円から188円へと上がる令和19年度がございますが、これは、給

水原価を上回るということで申しますと令和23年度の167円より若干上の金額の設定になる

わけでございますが、それでは資金ショートを起こしてしまいますので、その資金ショート

を補うために給水原価と若干離れた金額の設定となっております。

以上です。

西井委員長

ありがとうございます。あとこれ令和30年度までの表なので、この先のことはちょっとシ

ミュレーションもされていないと思うのであれなんですが、この調子で行くと可能性とすれ

ば、単独で行った場合、供給単価が統合の場合の供給単価に追いつく可能性もあるというふ

うな。この図で見る限りそうなのかというふうなことです。それからあと、給水原価につい

ては、今後は並行して上がっていますので、今分かる範囲内で結構です。もし分からなかっ

たら分からなかったで結構なんですが、今後も単独の場合は統合の場合の給水原価は上回ら

ないというふうな見込みとか、そういうふうなことはお分かりでしょうか。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員の質問にお答えいたします。

まず、１点目の質問でございますが、グラフを見ていただきますと、令和７年度では単独
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では約127円、統合で187円と60円差がございます。令和30年度で見ますと、単独の場合が

217円、統合の場合が237円と、60円から20円へと幅が縮まっていることを考えますと、この

後のシミュレーションを作ろうとすれば並んでくる可能性というのはございます。

それと、２点目。一番下赤色の線で示しております給水原価におきましても、企業債利息

等、新規資産の減価償却費が上昇することが考えられますので、同じようなテンポで上がっ

ていくものと推察できます。

以上でございます。

西井委員長

ちょっとお考えというか、その辺りを確認したかっただけです。ありがとうございました。

西井委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

杉本委員。

杉本委員 よろしくお願いします。

まずはこの財政シミュレーションです。令和７年度の時点で、用意ドンでいきなり60円ぐ

らい上がるんですけども、これ１つのご家庭大体どれぐらい平均上がっていくのか。いきな

り、ぼんと上がっちゃうわけじゃないですか、これこのままいくと。これが１つ目と。

もう一つは、これちょっと残高とか企業債は抜きにして、例えば今のグラフでも令和30年

度まででも、まだ単独のほうが極論ですけど安いじゃないですか。例えば、企業債とかいろ

んなことを考えて料金を上げていって、もうそろそろこの統合されたときぐらいまでの金額

に近づいていったときに、こっちの統合に入れてくださいということは不可能なんですかね。

これもうそこまで、言い方簡単に言うと、そこまで頑張って 城市でやってみて、けども、

無理でしたとかってできるものなのか。そういうのが何かちょっと文章に載っていないので。

これが２つ目。

３つ目がこれは、僕その会議ちょっと分からないですけど、このメンバー、先ほどのいろ

んなメンバー見たところ、他市の方々が水道料金が下がるからいいよって言う声が強いんで

すけど、 城市と大淀町は間違いなく上がるわけじゃないですか。このメンバー構成見たと

きに偏った会議になっていませんかねってちょっと思うんですけども、会議の様子とかちょ

っとお願いします。

西井委員長 福森課長。

福森水道課長 上下水道部水道課の福森です。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、１点目の統合時と単独ということで60円違いますけども、これにつきましては、事

業統合で 城市がセグメント会計という形で今示されておりますので、万が一セグメント会

計という形で事業統合に参加した場合には、当分の間、 城市の料金体系に行きます。今お

っしゃっていただいたように、この60円の差につきましては、従量制になりますので、単価

的に、どんだけ使うかによって、使う方の量によって上がり幅が変わってきますので、平均

というか、どれぐらい上がるというのはちょっとなかなか示せない状況でございます。

２点目の統合が、途中まで単独で行って、要するに給水原価と供給単価がひっくり返って、

どうしても事業統合に参加した場合につきましては、現在のところは企業団議会の中で、予
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定では企業団議会の中で諮られると思いますが、その内容につきましては、今のところ決ま

っていないのが現状でございます。

３点目の各種の運営部会、各種の作業部会につきましては、 城市と大淀町につきまして

はセグメント会計いう形で、今のところはそういう形で供給を進めさせていただいています

ので、この２団体につきましては、一応財政運営部会ということで今協議を進めております。

協議につきましては、８月16日までに４回会議を開催させていただきまして、いろんな、要

するに料金統一をどういう形にするとかという形に作業を進めている段階となっております。

ただほかの残りの４つの作業部会につきましては、今、それぞれで施設整備部会とかやっ

ておられます。各自治体からの意見の要望とかにつきましては、さっき部長に説明していた

だきましたようにブロックごとに、ブロック会議を開かせていただいて、各作業部会、５つ

の作業部会から報告案件として明かしたときに、各事業体からの要望とかいう形を、意見を

反映させて、また、それを持ち帰って、作業部会でまた改めて協議をするということになっ

ております。

以上でございます。

西井委員長 杉本委員。

杉本委員 その料金に関しては用意ドンの令和７年度ですか、あと４年後にはもうこれは統合される

としたら、これは上がりますよぐらいの計算は持っておかないと説明できないと思うんです。

令和７年度に始まるのであればね。これはちょっともう調べておいてください。どれぐらい

のものなのか。60円て、１つのご家庭でどんだけ上がるのかって僕はあんまり分からないで

すけども。

あと、その協議会、このグラフが合わさるところまで単独で頑張って、それであかんかっ

たら、協議会でまた諮られるというだけしか決まっていないということですよね。そういう

ところも 城市に優位に働くように、ちょっと会議でもちゃんと提案してほしいんですよ。

ほんでまあ先ほどからセグメント、セグメントて何回も言わはるのですが、このセグメント

のグラフが本当に正しいのか。高いのか低いのかというの僕あんまり分からないですけども、

そういったところもちゃんと精査して、これがちゃんと確約されるのかどうかも分からない

でしょ。今の段階ではね。そういうのもちゃんと言えるような状況に、会議でもちゃんとな

っているのかなと思って心配して言わせていただきました。

あともう一個質問が、大和郡山市はもう早々と抜けられたじゃないですか。その後の影響

ですよね。結構僕の聞いている限りでは、奈良市と大和郡山市がネックの事業やと聞いてい

るんですけども、その大和郡山市が抜けてからの初めての資料だと思うんですけども、その

後の影響というのはどれぐらいあるんですかね。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員のご質問にお答えさせていただきます。ただいま見ていただいて

いるシミュレーションは再度なんですけども、令和２年11月26日時点までに作成されたもの

ですので、ここにはまだ大和郡山市が入った状態ですね。統合の紫と緑の線には、大和郡山

市がまだ入っておる状態です。今後、これがまた精査されますので、その時点で抜かれるの
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か、あるいは、ちょっと今、大和郡山市の動向も本日の新聞にもありましたように、まだち

ょっと入られないと断定できる時点ではございませんので、取りあえずこのシミュレーショ

ンにつきましては、大和郡山市が入っておる状態であるということだけお伝えさせていただ

きます。

西井委員長 杉本委員。

杉本委員 そうなんです。これ去年の11月の資料なので、これ僕、委員会のたびにずっと言っていて、

大和郡山市が抜けたら影響あるんじゃないのて、知事がどう言ったかは知らないですけども、

城市としては、僕はちょっと重要な問題、先ほど言ったみたいにこのグラフが適切なんか

どうなんかもちょっと分からんという状態なので、ちょっともう一回言いますけど、大和郡

山市が抜けたときのシミュレーションをもう一回出してください。

以上です。

西井委員長 ほかにありませんでしょうか。

岡本委員。

岡本委員 ちょっと教えてほしいんですけども、セグメント会計、いわゆる一遍に上がらへんという

のは分かるわけやけど、ちょっとここで教えてほしねんけど、例えば、令和30年度に例とっ

たときに、大体単独と、これでいったら供給で行って、大体20円ぐらいの差になるのかな。

単独で行ったら。例えば、そうしたらここで20円差があります。うちどこまでセグメントで

行けるのか知らんけども、30年たったらどんだけの差になるねんとか。

ほんで今杉本委員言われたように、この従量制と言うたって、皆知ってはると思うけども、

計算がなかなか難しいと思うねんな。従量制というのはようけ使ったら高なりまっせ。少な

かったら料金安なんねんと、それは分かってあんねんけども、一般家庭で例えば標準の何と

いうかな。月に一般何ぼぐらい、150トンぐらいか。例えば150トンとしたときに、極端な話

やで。今すぐできへんか分からんけども、今の金額でやったらこうやねんけども、例えば統

合したらどのぐらいになんねんとか。ちょっとそういう説明やと思うねん。杉本委員今言う

てはんのは。それ具体的に言わんと、ちょっとこれずっと見ていたかて、広域に行ったらい

いのか、単独で行ったらいいんかて、今これ審査してんねんけど、なかなか分かりにくいし、

水道課の人も、これは絶対間違いおまへんねんと、こうですねんというような言いきりでき

へんと思うし、なかなかお互いに難しいと思うねんなあ。

そこらをちょっと今グラフ作って分かりやすくしてくれてんけども、もうちょっとその辺

の対比というんか、してもらうというのはちょっと難しいんか。口で言うのは簡単やけど、

なかなかするの難しいわな。その辺、部長どうですか。

それと、今言うてるセグメント会計まだはっきりせえへんのにあれやねんけども、例えば、

30年今大体見ているけど、20年間は保証してもらえまんねんとか。まだこれから詰めていく

話だと思うねんけども、今のこの協議会の段階で、例えば広域行きますねんとか、いやいや

もう単独でやりまんねんとか、判断近々せなあかんわけやん。そやからその辺をちょっとこ

う言うたげんと、委員も、今言うているセグメント会計やさかいに大淀町と 城市は別だん

ねんと。料金、一遍に上がりまへんねんというのは分かったやん。今の説明でな。それがい
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つ頃まで、例えば保証というんか、できるんかということをちょっと説明してもらわんと、

なかなか判断難しいと思うねんけどな。そら言うていることは無理やというのは分かりつつ

言うてんねんで。そやけど、おたくら専門家やからやな。ぴしっと当たらんにしたかて大体

目安として、このぐらいになりますよということまで教えてもうたら、もっと分かりやすい

と思うねんけども、ちょっとその辺お願いします。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員のご質問にお答えいたします。

まず、１点目の一般家庭における料金がどれぐらい上がるかという目安といいますか、ざ

っくり今計算してみますと、例えば令和７年度でもういきなり統合の料金にすり合わせると

すれば約50％の値上げとなることになります。今現在２か月40トンというのを標準家庭の使

用量としてお示しをしているところなんですけども、今現在4,600円を一応いただいておる

ところでございまして、これに単純に1.5倍いたしますと6,900円、2,300円の値上げという、

単純計算ですが、そういう計算となります。

あと、セグメントの期間なんですけども、今現在協議中でありまして、10年なのか20年な

のか30年なのかというのはこれからの協議次第ということになってまいりますので、今時点

では決定しておりません。

以上です。

西井委員長 岡本委員。

岡本委員 その50％上がるのは大体分かったけども。ほんで、それと今部長言うてはるように、それ

はまだ協議中やから、10年とかというように答えられへん。そらよう分かんねんけど、それ

がちょっと一番大事なところかなあと思うねやんな。ほんで、その辺をちょっとこうみんな

理解しないと、私だけ理解してへんのやったらいいで、みんなほか理解してはんのやったら

いいけどやな。私は頭悪いさかい理解できへんのかもしらんけど。

今単純にそう計算していただいて、これで行ったかて、4,600円が6,900円になりまんねん

ということになったら、この金額だけ聞いたらやで、一般の人、何やえらい上がるやないか

と。頭では50％やと言うてんねんけど、金見たら、ぼんと倍にもならんけど、かなり2,000

円も上がったら、びっくりしはると思うねんな。そこをちょっと市民に分かってもらえるよ

うに説明しようと思ったら、どうしようか非常に難しいな。難しいで、これ。

西井委員長 それと、値段ばっかり言うたら、今岡本委員言われたとおりやねん。ところが、水道事

業全体を考えるとしたら、安定供給と長期的ないうふうなことを考えんなんのやけど、その

辺の説明も分かっていないしな。値段上がるということ自体だけが表に出てきたら、そんな

ん誰もかもしんどいと。当然皆しんどいと思いますねやん。そやけど、あと水道というのは

やっぱり継続的な安定供給というのも、ほな若干上がったかて、何が起こったかて、断水と

かいうことないなとかいうのも含めて考えなんけど、そういう説明も一応きちっとまだ受け

られる状態じゃないと。

岡本委員 今、委員長、ちょっとそういう話してはるけども、極端に言うたら、大和郡山市やねん。

大和郡山市が何で抜けるかということやねん。ほんで我々素人考えから見たら、うちも大体
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17億円ほど、剰余金というんか、あるわけやんか。大和郡山市やったらもっとあるわけや。

このできた原因は何やと。やっぱり企業や。うちらシャープなんかあったらやな、多いとき

で年間１億円の利益出たわけや。シャープだけで。その積上げで十何億円きてあるわけやん。

ほんなら同じように行くのやないけど、大和郡山市なんかやったら、昭和工業団地あんねん

から、企業だけで何億円という金が年間に入ってくるわけやん。

例えばこれ 城市になって、参考までに、 城市になって水道料金、新庄の料金に合わせ

ますよと年間6,000万円の赤字やねん。それでも安いほうに行こうと。それは何か言うたら、

シャープがあったわけよ。シャープが１億円利益出たら、6,000万円赤字になったって4,000

万円残りますよと。単純計算やで。そういうことから来たら、大和郡山市とうちと考えたと

きに、どうするんかと。大和郡山市は今ある財産、30億円あるのか40億円あるのか知らんけ

ども、全部企業団に出しなさいよということやろ。ほたら、 城市の場合も出しなさいとい

うことやんか。今、委員長言うてはるように、先のことと言うけども、その辺はやっぱり議

員として、しっかり議論をしていかないと、今ここで統合するのがええねやというて踏みき

ることによって、例えばどんどん企業が来てもうて、企業誘致をやって、法人も上がる、水

道料金も上がるとなってきたら、単独で行ってもいけるのと違うかなということやけども、

その保証はないわけや。必ず企業誘致します、どんな企業を誘致しますて、こんなん誰も保

証できへん。そこらから見たら、この判断が非常に難しいんかなと。

西井委員長 岡本委員。今日ここで、決めるということはしてませんので、取りあえず。

岡本委員 これから先でや。

西井委員長 ただ、いろんな説明を聞いた中で、当委員会も判断せんなんときは来るかもしれません

ねけど、ただ、いろんな悪条件も、またいい条件も両方ともの意見を聞かねば判断ができな

いというのが今の状況やと思っておりますので。そやから、岡本委員のおっしゃることも答

弁ももちろんしてもらって、また今後の資料提出もとかということも含めて、みんなが勉強

しながら、どちらが市民のためになるかなということを進めるための会議としてやっていき

たいと思っておりますので、その辺だけご理解願いたいと。岡本委員の言うてはる意味も分

かりますねけど、そういうことでございます。

井邑部長。

井邑上下水道部長 先ほど、令和７年度にいきなり料金が統合と同じになれば2,300円も上がってし

まうよという答弁をいたしましたが、ちょっと誤解を招いたらいけませんので、ちょっと補

足だけさせていただきますと。この令和７年度時点からしばらくの間、それが10年、20年、

30年か分かりませんと申し上げましたけれども、当分の間につきましては、 城市独自の水

道料金が認められますので、令和７年度にいきなり統合の料金体系に合わせるということで

はございませんので、その辺、お願いいたします。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 よろしくお願いします。水道部局においては、いろいろとご努力いただいていることと思

います。今回もこの資料、以前に比べると随分分かりやすくなったなと思うんですけれども、

まず、この統合の価格、供給と給水価格に関しては、あくまで 城市にとっては、これ参考
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価格でしかないと思うんです。実際に、この単独の価格に関してはある程度、市内で単独で

行ったときのシミュレーションができていると思うんですけれども、我々やっぱり最も大事

だと思うのは、この価格に関しては、セグメントの金額やと思うんです。そのセグメントの

金額と単独の金額を比較して、どちらが有利かということを判断しなければならないので、

この場合はもう基準が、そちらの基準が出ていないので片方だけで判断するというとか、そ

ういうことはなかなか難しいと思うんですよ。

私が気になるのは、このセグメントがいつ、今財政運営部会でいろいろと調整してくださ

っているということで、お聞きしたわけなんですけれども、このセグメント会計の 城市の

シミュレーションがいつ出てくるのかというところがちょっと非常に気になっているのです。

今のところスケジュールを見ていると、なかなかこれ令和３年度の末から、施設整備の方針

を踏まえた財政シミュレーションが更に始まって、令和４年度にやっと基本計画が出てくる。

この段階までこのセグメントが分からないのであれば、我々そこまではなかなか判断のしよ

うがないと思うんです。

ですので、ちょっとまず、どの段階で、ある程度そのセグメントの金額というのが固まっ

てくるのかということを教えていただきたいのが１点です。

もう１点は、県域水道一体化の概要の１ページ目のところの奈良県の目指す県域水道一体

化というところの水道料金のところに、単独経営の場合よりも、将来の料金上昇が抑制され

ると。これがメリットですよということをお伝えされていると思うのです。ところが 城市

はもともと安いものですから、どうしてもその上がり幅を下げるだけではなかなか、こうい

ったメリットというのは、市民にとっては感じられないと思うんです。

そこで部局として、どういう方向性で今企業団と交渉しようとされているのか。例えばセ

グメントにおいても、どれぐらい、なかなか細かいところは言えないと思うんですけれども、

どれぐらいのレベルを、言える範囲で結構ですので、交渉されているのかというところをち

ょっとお聞きさせていただけますか。以上２点お願いします。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員のご質問にお答えさせていただきます。

まず１点目、セグメントのシミュレーションがスケジュールを見る限りでは、令和４年11

月頃にしか出てこないんじゃないかというご指摘でございますけども、確かに最終くくられ

るというのはこの時点になろうかとは思いますが、ある程度協議が進んだ段階ででも、現時

点でのという前置きを持ちましてのシミュレーションは、できるだけ早い時期にお示しはい

たしたいと思います。

それと、今我々が協議会の中の作業部会であったり、幹事会であったりで申しておるのは、

城市にとってはできるだけセグメント期間を長くとっていただきたいというところと、施

設の統廃合、廃止する時期についても、できるだけ後ろのほうでというお願いをして、今の

できるだけ 城市独自の水道料金が長く維持できるような交渉を行っているところでござい

ます。

以上です。
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西井委員長 梨本委員。

梨本委員 ありがとうございました。今の段階では、なかなか確定的なお話ができないと思うんです

けれども、そういった資料をできるだけちょっと早めに出していただいて、この委員会の中

で、改選もありますけれども、そういったことを比較、検討しながらやっていくのが大事な

ことなのかなあと思っています。

最後にもう１点だけ。この費用の件に関しては、大体それでセグメントが出てくると、大

体分かってくると思うんですけれども、資金期末残高、これ単独の場合どんどん、言ってみ

たら貯金が減っていって、企業債残高、借金がどんどん増えていくわけですよね。貯金を減

らして借金を増やしながら、水道料金も何とか抑制しながらでも、こんだけ上がっていくと

いうのが、この図の見方だと思うんです。

これが企業団に入った場合、企業団に入った場合はもちろん企業団のほうでこの資金期末

残高とか、企業債というのをやられると思うんですけれども、ただ、 城市も企業団の一員

に入るわけじゃないですか。ということは、企業団の中でも、企業団がまた借金が増えてい

ったら、ここに関しては、あんまり言ってみたら市民にとってはメリットがないということ

になってしまうと思うんです。ですから、企業団のある程度の企業債がどういうふうな残高

になっていくのかという動きをやっぱり示していただけたほうが、より比較対照しやすいの

かなというふうに思うんですけども、その辺の資料はなかなかセグメントとは別だと思うの

ですけども、それはどれぐらいの時期に出てくるのかということをちょっと教えていただけ

ますでしょうか。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 ただいまの委員のご質問にお答えさせていただきます。このグラフの、めくって

いただいて３枚目に、財政シミュレーション統合時、これも同じく令和２年11月26日時点の

ものでございますけども、例えば、以前これ見にくいとおっしゃっていた資料で、大変見に

くくて申し訳ないんですけども、例えば企業債残高、下から３行目に記載されておりまして、

この時点でのシミュレーションですと、令和７年度では563億円です。それに対しまして、

令和30年度では446億という数字ですので、増えてはいかない。逆に下がっているというシ

ミュレーションとなってございます。

以上です。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 承知いたしました。この表、僕もちょっと最近老眼がきつくて、なかなか細かい字が見ら

れなくて。できればそういったことも、分かりやすく、ちょっとまた表にしていただけると

助かります。

以上です。

西井委員長 ほかに何か。

増田委員。

増田委員 少しお尋ねをいたします。資料、シミュレーションのを分かりやすい資料にしていただい

て、ちょっと見せていただいているんですけども、30年後というシミュレーションでござい
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ます。30年と言わんでも、私、令和23年度、これから20年後のイメージをさせていただいた

ときに、ここに上がっております供給単価が188円ですか。この数字が、令和７年度、要す

るに企業団スタートの段階の187円。ほぼ一緒やということですよね。20年後もこの企業団

と単独との差は20年たたな、そういう経営状況、単価に追いつかないよと。そういうふうに

私、この表を見させていただきました。

そこで、この本市の水道事業の立場でのコメントという資料があんまり出てないんですよ

ね。企業団で議論されている資料を持ってきていただいて、そこでの議論のご説明だけなん

です。 城市にとってどうなんかという資料も私はあるべきじゃないかなと。例えば、この

企業団に入ることによる、以前あったんですかね。メリット、デメリットというところを、

もう少し市民の皆さん方にも理解していただくような、入るとこういうことになるけども、

入らないとこういうことになるという比較対照する、そういう資料もあればなあというふう

に思うんです。

私、以前にも聞いたんですけども、私の持論としては、 城市が持っている、以前にも言

いました。 城市が持っている天然資源、これは極端なことを言うたら、未来永劫脈々と

城市から発せられるこの水を捨てるのか。ここのところに非常に私は抵抗感がある。川に流

して、大阪湾に流れてしまうということはもったいないなと。この恵みを享受してきたとい

う、そういうものに対する地元の資源をもっと有効に使うという水道事業をしっかりと考え

ていきたいなというふうに思います。

今回こういう企業団のお誘いが、私から見たらお誘いやと思うんですよね。県域で効率の

いい企業経営をするために、単独では零細な企業では今後の経営も皆しんどいでしょと。一

緒になったら楽になりますよと。吉野の水を有効に使ったら、皆さん方も今までの苦労が解

消できるんじゃないですかって、こういうお誘いであるかなというふうに思うんです。

そこで、このお誘いに、こんないいお誘いに 城市として、 城市はこういうその資源が

あるので入りませんよと言ったときに、その企業団の組織に対して、県に対してというんで

すか。いや、そんなんしてもらったら困るわと、みんな一緒にやってこそのメリットですよ

と。こういうものなんか、いやいや、それぞれの立場で参加をしてくださいねというふうな

企業団の目的なのか。私そこのところがまだ見えないんですよね。いやいや、県の方針とし

て、いや一つになって１人でも欠けるとこれは意味ないんですよというふうな力強い目的と

いうものがあまり私には伝わってこないような気がするんですけども。

市長、こういう大きな会議に出られたときに、そういうふうなことをどのようにお感じに

なられたか、ちょっとお聞かせ願えますか。

西井委員長 阿古市長。

阿古市長 奈良県広域水道の企業団の設立に向かってのいろんな協議を、今始まったところなんです

けども、 城市の立場というのはもう申し上げております。 城市の今のこの水道事業の現

状、非常に優良な、過去において、過去から優良な企業経営をしてきていること。それから

取水に関しても、独特の取水をしていること等の問題点につきましては、お話をさせていた

だきました。ですので、特にうちの場合は、財政部会ですか。財政運営部会に入らせていた
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だいて、当初からこの覚書に加わるに当たっては、うちの場合は非常に独特な内容でしたの

で、企業団のほうからセグメント会計というものを準備してきたわけです。ですので、ある

一定の期間は、もう独立採算でやっていいですよというのが、セグメント会計の基本なんで

すけども、その内容自体がまだはっきりしないというのがありましたので、一旦は同意書、

覚書に参加していろんな情報収集をするということで、議会の皆様方のご了解もいただきま

したし、議員の皆様方の多数のご意見がたしかそうであったように記憶しております。

それで、今現在、財政部会に入っておりますので、財政シミュレーションを財政部会で新

たに今組み上げようとしているようでございます。企業団としての、当然先ほどご意見あり

ましたけども、大和郡山市が抜ける。奈良県、大体120万人ほどですかね。人口ね。その分

の人口分だけ影響が出るであろうと思います。ですので、非常に影響が大きいのはやはり奈

良市が大きいということですので、奈良市がもし欠けると、ひとつこの企業団としての成立

というのは難しいのかなということは考えますけども、例えば 城市３万7,729人ですか、

その人口であれば、その影響分だけ出るのかなというぐらいの感覚やと思っております。

本日も、これ委員の皆様方いろんなご意見いただきまして、どういうデータがいるよとい

うことはおっしゃっていただいたら非常にありがたいと思うんですけども、この特別委員会

の席では、今、打合せをしている新たなデータが出てきたものを速やかに皆様方にお知らせ

するというのが一番の内容やと思っております。そのデータがそろった後に、 城市にとっ

て、どういう考え方に立てばいいのかということは最終判断を下していく協議はまた後ほど

あるのかなと思っておりますので、行政といたしましては、入ってきた数字を、もしくは、

その協議内容を速やかに、この委員会の席にお知らせさせていただけたらと考えておるとこ

ろでございます。今、大体、今の答えでよろしいですか。何か抜けたところないですか。

西井委員長 増田委員。

増田委員 市長の思いといいますか、今後進める上でいろいろと資料も出てきて、それなりに詰めて

いく段階になってくるのかなとは思うんですけども。私はもしこの企業団、奈良市が抜ける

となると非常に企業団として成り立たないというご説明でございましたけれども、私今聞い

ていて、いや 城市が入ろうが入ろまいが、こういうふうなこともあるのかなと。となれば、

あまり県の立場を重んじて、いやいやここで抜けると今後のいろんな市政に対して影響があ

るとか、ないとか、そういうふうなことも、私は、そこを外して、水道事業としてどうある

べきかという判断を進めるということで検討する必要があるのかなあというふうに思うんで

す。

先ほど言われたこのセグメント。これはあくまでも誘うための１つの妥協案といいますか、

ご迷惑かからないように段階を踏んで、値段は何年でしたっけ、30年後にでしたか。段階を

踏んで、徐々に上げていきましょうという、そういうことをセグメントという形で、価格設

定を大淀町と 城市に特別ご配慮いただいているということは承知をしております。

ただ、私が先ほど申し上げましたように、財政シミュレーションといいますか、もう値段

だけやと思うんですよね。この検討するに当たっての判断基準というのは。市民にとって水

道料金が上がるんだ、下がるんだというふうな判断も貴重な判断ではございますが、先ほど
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申し上げましたように、もっともっと大事なものがあると思うんです、水道事業には。今日

までご苦労をかけて運営していただいた 城市の水道事業というものを、私はしっかりとで

きるものなら、継続できるものなら、その根拠も示していただいて、続けていくような方向

をご検討いただけたらなと。

ただ、いやいやシミュレーションした中では、また、今後の県域企業団の運営にも十分参

加をしていかないと、 城市としての今後の運営も非常に厳しいんだと。県域という大きな

器の中で、こういう大きな事業は進めるべきであるというふうな、そういう検討資料も出て

くればまた話は別とする必要もあるかとは思いますけれども、現時点の私の思いとしては、

先ほど申し上げましたようなことから見ると、デメリットも非常に発生してくるのかなと。

ここに出ていないデメリットですよ。この料金だけじゃなしに、もっと違う意味のデメリッ

トもたくさん私は 城市としては発生するのかなと。

以前にもございましたように、ため池を利用していただいて、流域大字に対しても非常に

水道事業に対するご理解もいただいた。そういうことで、ため池治水対策を大字にも支給を

されて、それで大字運営もされているという、そういう財源も今後はこういう形で統合され

ますとなくなると。こういうことも発生いたします。山麓一帯大字につきましては、いろい

ろとそういうご心配もされておる。ここに出てこない心配もされておるということもお聞き

しておりますので、その辺のことも今後徐々に資料としてお示しをいただけたらなというふ

うに思います。

以上です。

西井委員長 奥本委員。

奥本委員 ちょっと確認したいことがあります。

まず、最初に申し上げておきますけれども、私、現時点で、統合したほうがいいか、単独

で行ったほうがいいとか、そういうのは一切なしで、あくまでも数字を根拠に先々で判断を

していきたいためのまず質問として、お聞きします。

今現状、さっき梨本委員からもありましたように、統合と単独だけの比較になっているん

ですけども、統合というのははっきり言って、統合しても 城市はこの料金ではいかないん

で、この数字ははっきり言って全然意味をなさないんですよね。必要なのは、セグメント会

計で 城市はどういう料金、統合した場合でも、 城市の料金体系はどうかと。それと単独

の比較だったら分かるんですけども、今この統合と比較する分にはあんまり意味がないのか

なという気がします。

その上で、単独でやった場合のこのデータに関してちょっともう少し知りたいことがある

ので教えてください。まず、令和18年度、供給単価が上がっております。ぼんと上がってお

ります。35円ぐらい上がっているのかな。その対をなすとおっしゃっていた資金期末残高、

同じく令和18年度まで、もう右肩下がりでずっと来ていますけど、これ供給単価が上がった

から、一旦ちょっと一息ついて、これが山がなだらかになっているわけなんですよね。とこ

ろが、令和７年度に16億円あった期末残高が令和30年度470万円しかないと。この先を知り

たいんです。要はもうあとこんだけしか残高がなくなって、企業債も増えていく状況で、こ
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の令和30年度以降、令和18年度よりもさらに急激な供給単価の上昇があるんじゃないかとい

う気がしてならないんです。その先のデータをちょっと示してほしいんですわ。

そうなってきたときに、下手するとセグメント会計がそこまで行くかどうか分からんけど

も、統合時の単価よりも 城市が逆転して、県内どこよりも高いっていうふうにならへんか

という懸念がちょっとぬぐわれへん。分からないので、そのデータちょっと今後検討する上

で、どうしても必要かなと思いますので、できたら出していただきたいんです。それはお願

いできますか。

それと、統合の場合、令和16年度までは交付税措置があります。国からの。単独で行った

場合の交付税措置はあるんでしょうかね。

井邑上下水道部長 ないんです。

奥本委員 ないということは、本当に自分たちだけでこの財源何とかやりくりせんとあかんと。その

根拠となるのが、先ほど市長おっしゃったように人口のところということですけども、これ、

市が進めている５万人構想とかなった場合、これ全部シミュレーション変わってくるんです

よ。恐らくさっき市長の話にあった３万7,000人ということで、それで想定されていると思

いますけども、今後もしその人口動態が大幅に変わってきたときに、これがどうなるのか。

より一層しんどくなるのか。現状単価の維持ができるのかどうか、その辺ちょっと教えてく

ださい。現状の単独で行った場合の補足として、それを知りたいということです。

西井委員長 阿古市長。

阿古市長 一応単独でやっている今言っている基金残高であったり、起債というのは、単独であくま

でやった場合なんですけど、それは、管の布設替えですとか、施設更新ですとか、そういう

費用がやはりもう高度成長期に建てたものですので、もう準備したものですので、耐用年数

が来ていますので、その更新をやっていかないといけない。ですので、やはり水道料金とい

うのは上がっていく。ただ、その上げ幅をどうするのかによって、基金残高であるとかいう

のは変わってきます。ですので、あくまでこの単独のシミュレーションというのは、基金を

ずっと減少させていく中での水道料金を入れていますので、そやから水道料金を初めから若

干また更にスタートの令和７年度126円60銭と書いていますかね。それを140円でスタートし

ようとすれば、また変わると。そやから水道料金とのバランスによって、今言っている基金

残高等は変わっていくということやと思います。

それでシミュレーションの件なんですけども、どこまで出せばいいのかというのは、これ

でも、今年は令和３年ですから、令和30年というと27年先のシミュレーションを出すわけな

んですけども、今、一応令和35年度までで組み直しているのかな。令和37年度で企業団は組

み直しておりますので、それに合わせた形で、やはりうちの単独の数字も出していかないと

いけないのかなと思います。

これ、どこの自治体もやはり人口減少を非常に気にされています。特に大淀町と話しして

もそうなんですけども、人口減少の中でやはり水道事業をどうやって維持していくのか。や

はり水道を使っていただく人が少なくなれば、やっぱりそれだけ使っている人に対する負担

の割合が高くなっていきますのでということやと思いますけども。こちらに書いているもう
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シミュレーションだけでも、スタートの段階から言うて、1,000名ほど違っています。こち

らのほうは800名ほど、もう今の時点で人口が３万7,000名ぐらいのカウントにしていると思

うんですけども、もう今 城市３万7,729人という数字ですので、プラスマイナスで1,000名

ぐらい多分違うと思いますので。

これは、そのときのその地域の施策であったりですとか、立地条件であったりですとか、

やはりその地域の持つ求心力といいますか、人を集めるものによっても違いますので、です

ので、あくまで私の、あまりにも人口５万人チャレンジと言うと非常にいろんなご意見いた

だきましたけども、活気のあるまちづくりをしていきたいという思いの中の１つのキャッチ

コピーでございますので、できれば 城市は人口が増えていくようなまちにしていきたいな

とは思っておりますので、人口５万人になったらという仮定はできませんけども、今のとこ

ろほぼ人口が同じ推移ぐらいのところでのシミュレーションを出しておくのが一番無難なの

かなという気はいたしておりますので。その辺の人口の入れ方というのは難しい部分がある

のかな。そのときの政策によっても違いますし、そのときの議会のご意見も首長の意見もい

ろんな、市民の皆様の考え方もいろいろ含めた中での、やはり人口動向というのがあります

ので。ですので、ある一定のところでいれば、人口が横ばいぐらいのところで入れてシミュ

レーションしておくのがいいのかなという気はいたしますけども、あえて人口５万人という

数字を将来に入れろとおっしゃるんやったら、そうシミュレーションもできるのかとは思い

ますけども、それはまた今後ご意見いただきながら検討していきたいと思います。

以上でございます。

西井委員長 奥本委員。

奥本委員 私は、人口５万人のやつを出せって言っているんじゃなくて、あくまでも現実的なところ

で、どうなるんかという推移を聞きたかったわけなんです。当然のことながら人口が変わっ

てくるといろんな数字が変わってくるんですけども、肝腎な給水が、給水というか原水が確

保できるかというまた別の問題も出てくるわけですから、足らなかったらまだ原水買わんと

あかん。また、そのお金もこういうシミュレーションに反映せんとあかん。いろんな要素が

絡み合ってくるので、恐らく今現状の人口を前提としてしか多分もう出せないと思う。もう

ぐちゃぐちゃになりますので。

それはそれでいいんですけども、ただ、さっきも言ったようにこの資金期末残高の減りが

もう非常に気になるんです。だからこの先どうなるのか。

（発言する者あり）

奥本委員 それとあと単独のところの給水単価ですけども、ちょうど１年前に出していただいたやつ

と、令和30年度の数字で10円違うんですよ。安くなっているんです。令和30年度にいただい

たこの表やったら、表というか、このグラフだったら227円だったのが、10円下がっている

と。設定次第でいろいろこう数字も変わるとおっしゃったんですけども、安くなっていると

いうのはこれは何でなんですかね。よくよく計算するとこっちが正しいということでいいん

ですか。

西井委員長 井邑部長。
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井邑上下水道部長 ただいまの委員の質問にお答えいたします。

まず、シミュレーションというのは、そのとき１年違うとまた違ったシミュレーションに

なってくるのが必至でございますので、そのときの積上げの考え方だったり、資金期末残高

を幾ら残してのシミュレーションをするであるとか、企業債残高を幾らまでに抑えてのシミ

ュレーションをするであるとか、条件によって変わってまいりますので、今後もこれ、再三

申し上げておりますけども、これからまたシミュレーションのブラッシュアップを行ってい

く際には、当然、給水原価が変わってまいりますし、それに伴いまして、供給単価も数字は

変わってくるということでございますので、その辺はご承知おきいただきたいと思います。

それと、あとこのシミュレーションにおきましては、もう見ていただいたとおりでござい

まして、供給単価を抑えるような形のシミュレーションになってございます。ですので、資

金期末残高を、先ほどもご説明の中で申し上げましたけども、資金期末残高を上げようとす

れば、その分水道料金で補うという形になりますので。例えば10億円、計画期間23年間で上

げようとすれば、年間4,300万円ほどの資金が必要となります。それを有収水量、ざっくり

400万トンで割りますと、給水原価が11円ほど上昇しますので、そういうシミュレーション

になる可能性もございますというところでございます。

西井委員長 奥本委員。

奥本委員 ちょっと言いっ放しになりますけど。説明分かるんですよ。分かるけども、１年前に比べ

て、その数字が違うのが一番最後の令和29年度、令和30年度だけが違うんですよ。ほかはほ

とんど一緒なんですよ。だから、何でここだけがこんなに10円も安くなっているのかなとい

う単純な疑問からだったんです。おっしゃるように、期末残高を確保しようと思ったら供給

単価を上げんとあかんと。だから、私が懸念するのはそこなんですよ。この期末残高をどう

設定するかによるんやけども、このままいったときに、令和30年度以降にまた一段とこの令

和18年度みたいなぼんと上がるようなところが控えているんじゃないかという、それを知り

たかったので、先々のシミュレーションがあるんやったら、また見せてください。

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

川村委員。

川村委員 いろいろと皆さんご質問なさいましたので、私のほうからは、今市長の答弁にもありまし

たように、セグメント経営がこれからその企業団でどんなふうに示されるか分からない。今、

本当に 城市の、私らも今市民の皆さんのもとにいろんなご意見を伺ってまいって、歩き回

っているんですけれども、やっぱりもう一番ネックはこの水道料金についてお尋ねされます。

今現状、反対の署名等もやっぱり盛んにされている状況の中で、今この委員会と、そして行

政側から出る答弁の、まだ市民の人の耳の中には入らない非常に不安なことだけを聞かれて

やっぱり心配をしておられるのが現状です。

城市として市長がまだ今の段階で、そんなに心配なさらなくてもいいというふうに、市

長の口から言っていただくのか。それとも、もうやっぱり反対というものが、市の中でそう

いう空気になれば、やっぱり 城市としての思いが県に届くという１つのアクションとして

それが有効なのかというようなことも含めて、やっぱり今の段階で市民にどう説明していい
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かというと、これだけまだ分からない分からない状態であれば、やっぱり私たち、この中に

いる委員もはっきり言って、どう答えていいか分からないというのが現実なんです。

セグメント経営と今回このお示しいただいた単独のこの表、セグメント経営も10年でもう

企業団がもう 城市そのぐらいで行きましょうかと、入っていただけますかというようにな

るのか。それとも20年、セグメント経営でやっていただくかというのも分からない。そした

ら、本当に今将来にわたって、今言う、この間から谷原委員の一般質問の管路のいろんなメ

ンテナンスの費用とか、それから浄水場のこれからの整理とか考えましたら、今言っている

資金ショートするというタイミングももっともっと前倒しになって、市民の不安というのが

やっぱりそこに出てくるわけなんです。

ある一定の今の段階で、我々議員が行政に質疑の中で取っている量というのと、行政が県

に行って、いろんな勉強会に入っていただいて、頭の中に入っているその情報量というのは、

やっぱり違いがあると思うんです。市民の人は、市長の口から、今の段階でははっきり、今

の段階でいいんですよ。ご心配いただくような状況をつくらないということをはっきり言わ

ないと、今はもう本当に市民は、もう値段が上がるんじゃないかって、大騒ぎしてはるのが

もう本当に私たちも日々感じるところなので。

今回改選前のこの委員会では、やっぱりある程度、もうちょっとどのぐらいのタイミング

になれば、はっきりと 城市の水道事業については、市民の皆さんにできるだけ有利な方法

として考えていくという、ちょっとまだその辺の答弁がどうも伝わらない。我々もどう言っ

ていいか分からないという状態なんです。

市長、申し訳ないんですけど、今、この委員会を通じて、ちょっと市民の皆様に一言、そ

ういった内容も踏まえて、ちょっと先ほどの答弁では、もうちょっとかかりますと。今の段

階では分からへんから、もうちょっと待っていてねというふうに私は聞こえたんですけども

ね。それはそのように、ちょっと今の段階で、そういったご答弁をいただいて、もう何か月

かたてば大体その辺の方向性も決まるというのでしたら、そのようなお答えをいただかない

と。委員会で、議会が水道のことを決めるんですかって言われたり、いや一体この水道のこ

とは誰が決めはるのと、皆さんからこんなような質問が出てくるわけなんです。議会が決め

られるものではないですと。やはり行政が決めるというものなので、行政としての方向性を

もう少しお示しいただければと思うんですが、ちょっと総括して、市長のほうから、もう一

回答弁をいただきたいんですけども。

西井委員長 阿古市長。

阿古市長 私も当初から申し上げているのは一貫して変わっておりません。 城市にとって、 城市

民にとって有利なほうを最終的には選ぶ必要があるであろう。それは先ほど議員の皆さん方

の発言の中でも出てきた議員の皆さん方の立場も、全く同じだと考えておりますので、です

ので、これは行政のほうとしては、いろんなデータを収集して、それをまず議会の皆様方に

お知らせして、情報提供をすると。それで、そのデータによって行政のほうではある一定の

方向を示させていただいて、議会の皆様方がご審議をいただく。これは最終的に議決案件で

ございますので、両方が意見が一致して初めて成立することやと思っております。ですので、
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皆さん方も市民の皆さん方におっしゃっていただいたらいいのは、もう必ず 城市にとって

有利なほうを選びますよということはもう声を大きくしておっしゃっていただいて大丈夫で

す。まさにそのとおりの選択をいたします。

いろんな、県との付き合いの中でというご心配もありましたけども、もうその辺の調整も

含めてやっていきたいと、いろいろ、どっちの選択肢になったとしても行けるような形に持

っていきたいなというのが正直な気持ちです。

ただ、ご理解いただきたいのは、このシミュレーション、単独でやった場合のシミュレー

ションもご覧いただけたと思いますねけども、やはり、この何十年間の間に投資してきた部

分、管であるですとか、施設であるですとか、そういうようなものは耐用年数がございます

ので、必ず更新の時期がございます。それを考えますと現状の水道料金では、どちらの道を

歩むにしても難しいであろうということは、市民の皆様方にお伝えしなければいけないのか

なと思っております。ですので、その部分だけは、いや単独で行けばそのまま安い値段で行

けますよということではないということだけは、正直にお伝えする必要があるのかなと思い

ます。

もう、結論といたしましては、 城市にとって有利なほうを選びます。もうそれははっき

りとおっしゃっていただいて結構でございます。

以上でございます。

西井委員長 川村委員。

川村委員 議会も、方向が一致できるような、先ほども、梨本委員が言われていましたように、セグ

メントとしての１つのデータというのが分かりましたら、速やかに議会にも情報提供してい

ただきますように、ありとあらゆる情報があって初めて判断していけることですので、しっ

かりと作業をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。

以上です。

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 それでは、幾つか質問をさせていただきます。この水道事業について県域水道一体化の問

題が起きてから、この問題、何度も話し合ってきたわけですけれども、先ほど来の資料から

分かりますように、一体化すると、出発点が供給単価が187円。 城市は127円ということで

すから、一体化に参加すれば、極端に言えば60円ぼんと上がるということですから、市民の

方々が水道料金が上がると。これ大変なことだというふうに思われるのも当然なことであり

まして、安い水道料金の魅力が 城市の魅力ということで転居された若い方もたくさんおら

れて、そのことで、市民の方々からは水道料金が安いほうがいいと。これはもっともだと私

は思います。その声を受け止めて、議員が様々な施策を打っていくという観点からすると、

そういう道を探っていくということは、私は議員として当然だろうと思っております。

そのほかにも、自己水源を大事にしたいとか、あるいはサービスがどうかとか、防災の点

でどうかとか、様々なことで懸念を持っておられる方がおられますし、そのことについても

しっかり受け止めて、議論をしていきたいとは思います。
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その上で、署名も市長にも2,200筆余りですか、市民グループの方が提出されたというこ

とが新聞記事にもなっておりましたように、今後とも市民の関心が高いので議会でしっかり

議論できたらと思っております。

まず、今日説明がありました県域水道一体化の目的というか背景ということになりますけ

れども、これは委員長もおっしゃいましたように、要は将来にわたって安全・安心な水道水

を持続的に供給すると。その上で、今、人口減少等による水需要の減少とか、あと水道施設

の老朽化の進行とか、技術力の、職員の確保ができずに技術力が低下してくる問題とか、こ

のために広域化をやりましょうということなんです。

そこで、私は振り返っても思うんですが、この間広域化を進めてきた事業が幾つかありま

す。消防です。それから国保です。それが 城市にとってどうだったかということです。こ

れは市民の皆さんから、水道事業については、お話ししていたら、消防職員ですよ。これは

もう幹部職員じゃないと思うけど、現場でやっている人ですけれど、広域化はあかんと、あ

かんかったってはっきり言いはるんです。だから水道の広域化も私は反対やと。広域化の観

点から反対やというふうにおっしゃる方もいらっしゃいました。

国保についても、これもこれは国保特別会計でまた審議したいと思いますけれども、 城

市は県下12市で最も安かった。安いのは、皆さん医療費払っておられない、あまり。病院も

ないですし、健康意識も高い。そもそも医療費が 城市は低いから、国保料が低い。市から

補てんもありましたけど。それを一緒にしてしまうと、果たしてこれは 城市民の利益にな

ったのかなと。そういう観点から見てこの水道事業の広域化についても、本当にこれ 城市

の将来のためになるのかなと。

ただそれは抽象論で言っても仕方ないので、ちょっと資料の提供をお願いしたいと思うん

ですけれども。要は他市の現状を、 城市はどういう現状であるのか。先ほど人口の問題が

ありました。人口についても給水人口の予測給水人口を、これは奈良県の新県域水道ビジョ

ンの巻末資料に平成31年版ですけれども載っているんです。こういうのはちゃんと出してほ

しいんですよ。そしたら 城市は、令和28年度ですけれども、減少率、そんなに高くない。

92.2％ぐらいです、減少しても。しかし、お隣の御所市なんかは51.1％半減しますし、五條

市なんかでも43.3％ですから。そういう市町村と合併する。さらには、だから予測給水人口

もそうですし、有収率とか、あるいは料金回収率とか、あるいは老朽管の法定耐用年数が切

れているのはどれぐらいあるかとか、これは公営企業年鑑に政府が毎年出しておりますから、

そこに、例えば総資本にも書いてあるし、総収益も書いてあるし、やっぱり他市の現状を知

らないと、ほかの市町村はみんないいわけですよ、はっきり言って。ほかの市町村は大助か

りなんですよ。広域化するということでね。

だけど、 城市がどうなのかということを他市と同じような感覚でいくと、これは私は違

うんじゃないかと。本当に市民の利益になるのかなという点から見ても、もうちょっと、こ

れしっかりと、ちょっと資料出してほしいと。例えば何で大和郡山市が抜けたいと言うのか。

なぜ奈良市が広域消防には外れて、広域消防には入らなかったんですよ、奈良市は。でも何

で今度入るようになったのか。そんなんを、企業債の残高とか、あるいは内部留保金とか、
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そういうのを見たら、大体分かってくると思います。だからそういう資料をちゃんと提供し

ていただいた上で、 城市はどうなのかということをちょっときちっと。まだ時間がありま

すから、議論できたらと思いますので、ぜひ資料をいただきたいと思うんですが、これはど

うですか。ちょっと質問します。出していただけるかどうかというのを質問します。

それから２番目ですけれども、料金と財政のことなんですけれども、水道事業は水道料金

で全て賄っています。独立採算制です、基本的に。交付金もありますけれども、基本的には

独立採算制。水道料金で全て、水道施設の更新、老朽管の更新、さらにはもちろん原水から

浄水をつくるということについてもやっているわけですけれども、これを、水道料金が施設

の更新費とリンクするわけです。施設更新費が高くなれば、水道料金を上げていかなければ

なりません。だから老朽管が増えて更新費が上がってきたら当然水道料金を上げなければな

らない。だからそういう関係にあるわけです。そのときに、細かく私は見ていく必要がある

と思っています。

先ほど来から、グラフがあります。このグラフは、一番後ろの非常に細かい、もう目が痛

くなるような、これを基に作られているわけです。これについて私はそもそも皆さんがグラ

フを前提にお話しされているけれども、果たしてそのグラフが、この数字からできている、

その前提の数字、これがどうなのかということをちょっと聞きたいんです。ここをきちっと

しておかないと、グラフのそもそも前提が崩れますので、少し細かいもので非常に申し訳な

いのですが、このグラフの数字について、基となった財政シミュレーションの数字等につい

てお伺いしたいと思います。

１つは、県の財政シミュレーションなんですけれども、水道料金を決定するのに非常に重

要な要素として建設改良費があります。施設、それから、水道管、管路ですね。これらの更

新の建設改良費ですけれども、県の財政シミュレーションには、この建設改良費が見込まれ

ていないんですよ。見込まれていないというのは、 城市のほうには建設改良費として、ア

施設他、イ管路、ウ人件費として建設改良費が計上されているわけですけれども、奈良県の

財政シミュレーションで、建設改良費が管路とか、あるいは施設、大滝ダムとか、御所の浄

水場とか、そういうものがあるわけですけれども、企業団の全体シミュレーションでここが

全く見込まれていないと。これは、財政シミュレーションのグラフが、広域水道企業団のほ

うはこのように上がっていきますよという。そもそもグラフの基となる数字がちょっとどう

なっているのか。これについてお伺いしたいと思います。ほかにも有収率なんかも書いてい

ないので、どういうふうになっているのか。ちょっと 城市の財政シミュレーションと県の

財政シミュレーションで初期値を入れるところが大きく異なっていると思いますので、そこ

がどうなっているかということについて、お伺いします。これが２つ目です。

３つ目ですけれども、セグメント会計についてお伺いします。先ほどから問題になってい

るセグメント会計ですけれど、セグメント会計で現状では、どこまで権限があるのか。つま

り、セグメント会計でやりますから、 城市はその間できるだけ浄水場を長く持って利益を

上げたいということですから、利益が上がってくると。その利益の処分等、 城市ができる

のか。あるいは起債、 城市が起債もできるのか。このセグメント会計の中身、ただ単に別
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会計というだけなのか、セグメントという以上、それなりの会計ができるのか。この権限に

ついて、どうなっているのか、この３点お伺いします。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 私からまず２点目、 城市の単独シミュレーションでは建設改良費を見ているけ

れどもという話なんですが、統合のほうも実は建設改良費を計上しております。

谷原委員 中身を分けて、管路とか、分けて計上がないんです。ア、イという形で。それが分からな

いんです。

井邑上下水道部長 そうですね。こちらの統合の場合ですと、うち交付金対象事業であったりとか、

施設共同化投資額という、ちょっと単独ではそういったあり得ない交付金事業、単独では交

付金事業というのはございませんので、単独のほうは管路、施設、人件費というくくりには

しているというところで、ちょっと見せ方が違うだけの話で、統合のほうも建設改良費は必

要分計上しておるということでございます。

それとセグメント会計についてなんですけれども、どうやら決算書をイメージしていただ

くと分かりやすいのかなと思うのですけど、決算自体は１つの決算になります。その中で、

城市ですとか大淀町の部分を、どう言いますか。その中の内数として、認識するというか、

内数としてのデータを持った決算書というくくりになりますので、決算書自体は１つの決算

書ということになるというお話でございました。県に確認しましたところ、そういうお話で

ございました。

谷原委員 権限は。さっき言った投資が、企業債を例えば借りたりとか、料金設定とか、そこら辺の

権限は。

井邑上下水道部長 申し訳ございませんけども、その辺もこれから詰めていくというところでござい

ますので、今この場でお答えはできませんので、ご了承お願いしたいと思います。

１番の資料につきましては、ちょっと課長から答弁させてもらいます。

西井委員長 福森課長。

福森水道課長 資料につきましては、先ほど他市の実態ということですけども、こちらのほうですけ

ども、有収率、料金回収率と決算書に載っている分はこちらのほうで決算書なり、できます

けども、ほかの料金回収率についても問合せという形でしたら情報、要するにどこまでの経

営状態で調べるとなれば、いろんな有収率なり料金回収率なりということで、県全体の情報

でしたら、かなり労力がかかりますので、県内12市とかそこらで、全体としては、かなりの

労力がかかるということで、そこらはちょっと。それと項目の内容にもよりますので、そこ

らはちょっと、なかなか情報を全部集めてということは、お示しするのはなかなか厳しいと

は思いますけども、ある程度の項目でお示しすることは今後検討をしていきたいとは思って

おります。

以上です。

西井委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 できるだけの情報は出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

西井委員長 谷原委員。
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谷原委員 ありがとうございます。私は個人的に作っております。だから後でこれぐらいは出してく

ださいと。というのは、個人的に作っていても私個人のものですから、やっぱり行政からき

ちっと出してほしいんですよ。ちょっと資料も古いですから。でないと 城市がどれだけす

ばらしいかも分からないし、よそとどれだけ違うのかというのも分からないしね。だからこ

れはちょっとお願いします。

それから、私が一番関心があるのは、管路更新なんです。これは老朽化の中で、一番お金

がかかると、これを更新していくのはね。私が一般質問にしたように、平成31年の水道事業

ビジョンでは、法定耐用年数で言ったら毎年７億円、この管路更新に使っていかなあかん。

そしたらもう水道料金を物すごく上げないと追いつかないと。だけど７億円でできるかと言

うたら、そもそもそれだけの工事を消化できない。事業者もいないし、職員もいないし。だ

から現実的な案としては、下がってくるわけですよ。今回の財政シミュレーションでは、大

体２億円というふうになっています。

ところが県全体も、これ大変な管路更新やっていかなあかんと。私は他市を調べた場合に、

老朽管がいっぱいあるところ、それも大きい市です。奈良市なんかすごく老朽管があるわけ

です。そしたら奈良市が何でこんなん参加するんやと。奈良市は企業債とそれから内部留保

金プラスマイナスするとマイナス80億円ぐらいですよ。大和郡山市は80億円ですよ、プラス

80億円。そしたらそれ全部イーブンになるわけですから、大和郡山市は参加できない。大和

郡山市は非常に施設も更新している。そしたら誰のために、どこを救うんだとなったときに、

お隣まちであまり差があり過ぎると、やっぱりこれ入れないというのは、市長疑義は当然だ

と思いますよ。

だからそこを 城市としても、まず自分たちがどうか、他市がどうか。これでほんまにや

るんですかというところは、やっぱりきちっと数字として見ておく必要が私はあると思って

いますので、ぜひこれは、県のほうがどれぐらい管路更新費を中に見込んでいるのか、建設

改良費としての。もうばくっと１個だけなんですよ。だから、浄水場も少なくなっているし、

ダムも１か所か、もっとあるか。三、四か所ですけど、その維持費と、あとはほとんど管路

更新費なので、ここをちょっとまた分かる範囲で、財政部会で聞いていただけたらと思いま

すので、ここら辺また聞いていただけるでしょうか。ちょっとそういう形で出していただけ

たらと思います。

それから、最後です。セグメント会計のことですけれど、これ単純に料金だけが違います

よということでセグメント会計なのかね。これちょっと大事なところなのでまた分かり次第

お願いしたいと思うんですが、私が一番気になっているのは、覚書に係る資料の中で令和12

年度に 城市の浄水場廃止というふうなことが書いてありました。そうすると、もうそこか

ら以降は 城市にメリットがなくなるんですよ。つまり、100％県営水道の水になりますか

ら。そこでは利益が発生しません。 城市の浄水場ではね。そしたら何でセグメント会計が

継続できるのか、これが私分からないんです。つまり、セグメント会計という以上、 城市

は別の自己水源と浄水場持っていて単独経営していると、そこで利益上がっていると。だか

ら、その利益についてセグメント会計で処理していきましょうと。だけど、この浄水場を廃
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止してしまったら、もう県営水道100％になるわけやから広域事業団１つになっちゃうんで

すよ。１つになっているのに、セグメント会計ということがあるのかなと。むしろこれは要

は経過措置。経過措置というぐらいのことになってしまうのかなと思うので、この浄水場を

廃止することとセグメント会計の関係がこれちょっと私よく理解できないんです。そこはち

ょっとどうなのかということ。これについても、お願いしたいと思うんですけど。

西井委員長 福森課長。

福森水道課長 上下水道部水道課、福森です。

まず、１点目の管路更新につきましては、今協議されているのは、施設の整備部会で協議

されております。前回の基本方針または覚書の中で、各事業体の更新につきましては、過去

の実績に準じた形で、それ以上に更新をすることになっているとうたわれていますが、今後

施設整備部会の中の施設整備計画の中で、そういった形で施設更新を含めて決められること

になっておりますので、一応そういうことになっております。

もう１点、令和12年度の浄水場の廃止につきましては、要するに全事業体が事業統合に参

加するという形の一番費用対効果の高い形でお示しして、要するに、 城市の３浄水場につ

きましては、昭和の大体40年から50年に建設された分、これが費用対効果が、いつで廃止し

たら費用対効果が上がるかということで、一応予定として令和12年度に決められただけで、

その後に企業団のほうから、事務局のほうからセグメント会計という形でお示し願いました。

さっき部長が答弁したように、うちとしては、施設、協力していただいている自己水を活用

して、なるべくセグメント会計期間は浄水場を使って、水を供給する形でさせていただいて、

ある程度のセグメント期間の料金もさっき説明していただいたように 城市の料金で行ける、

経営する形でということでなっております。

以上です。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 資料について、広域化に関係して全体の資料をちょっとまた出していただくということで、

また、議論できたらいいと思います。

それからあとグラフの前提となっている、これがグラフが皆さんこれがもう当然だと思わ

れているけど、そもそもこのグラフの前提はある条件とある値を入れての話で、値が動けば、

このグラフも変わっていきますので、その際に、私が一番気にかけているのは、建設改良費

がどうなるのかということですので、老朽管の問題、県がどのように捉えているかというの

を、これちょっとしっかり見ていただきたいと思うんです。

その上でちょっと意見として言わせていただきますが、私一般質問でも言いましたけれど

も、実は平成23年３月に発行された 城市の水道事業ビジョンの中には、２つ、将来の財政

計画が検討されていまして、１つは法定耐用年数で更新していく場合。もう一つは、重要度、

つまり、法定耐用年数が切れたからすぐ施設が駄目になるわけではないので、今おっしゃっ

たように、浄水場施設も一番いいのは令和12年度が一番、もう施設が更新が切れて、費用対

効果が高いかもわからんけど修理しながら維持していくと。だから、その重要度を考慮した

施設更新だと、実は資金ショートが起こらないという将来見通しを立てているんです。
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だから、私は 城市が単独で事業をやるというふうに考えた場合、現実的な案として、市

民の皆さんに了解していただける水道料金の値上げせざるを得ない場合はその値上がり幅と、

大体更新の見通し、それをやっぱり立てておく必要があると思うんです。立てておかないと、

県から言われて、こうこう言われて、これで判断するのは大変難しいと。

先ほどちょっと私も気になったところですけれども、実は資本的収支の中で企業債がずっ

と上がっていくのは、企業債の元金の返還は資本的収支の中でやっていっていると。資本的

収入がほとんどないんです。交付金補助金しか。交付金でしかないと。県のほうを見てもそ

うです。県は交付金が結構入って、企業債の元金が比較的抑えられているけれども、 城市

のほうはそれがゼロになっているんですよね。途中から交付金が出ない。ほんならもうどん

どん企業債が上がっていくだけになりますから、将来水道料金をかなり上げていかないと維

持できないということにもなりますので、そこら辺のちょっと詰めた話を実際にやっていく

ために、今後ともここでしっかりとデータに基づいたちょっと議論をやっていかないと、な

かなか市民の皆さんに自信持ってこうだというふうに言えませんので、資料提供も含めてよ

ろしくお願いいたします。

西井委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 まだまだいろんなご意見が本来はあると思いますが、時間も押してきておりますので、

本日の会議はこの程度にさせてもらいたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

西井委員長 それでは、本日の調査案件は以上であります。

慎重審議ありがとうございました。各委員から、いろんな資料をまた見せてくれというこ

とで要望があったと。私自身も、本日の議題としてこれあまり大きな新しい事項がない中で、

どのような状況に進んでいくかということと、また、シミュレーションも含めて、もうちょ

っと分かりやすくということで新しい棒グラフも作ってもらった中で会議をさせてもらった

わけでございます。

今後、まだまだ今日どうやとかいう問題じゃなく、新しい条項が出てきたら、速やかに皆

さん方にお知らせし、これがだんだんとどのようにするかという判断を持てる資料をいろい

ろ提出しながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうか、担当部課長も、大変これ

問題は市民にとっても重要な問題ということで、我々もその辺の認識はありますので、明ら

かにできる部分はもう全部明らかにしてもらって、判断基準にさせてもらいたいと思ってお

りますので、どうかご協力をお願いいたします。

それでは、どうも慎重審議、どうもありがとうございました。

これをもちまして県域水道一体化調査特別委員会を閉会いたします。

閉 会 午後４時５１分



－28－

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

県域水道一体化調査特別委員会委員長 西井 覚


